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*大阪府指定 ： 大阪府がん診療拠点病院 
厚生労働省指定（*以外） ： 地域がん診療連携拠点病院・都道府県がん診療連携拠点病院 
１）大阪府がん登録への届出件数は、各医療機関から大阪府がん登録へ提出された登録票の届出枚数。なお、登録票は１腫瘍につき１枚、

次のタイミングで作成される。 
   １．児施設における腫瘍の初回診断時または治療終了時。 
      入院患者：新発生のがんに対する一連の治療が終了した時 
      外来患者：①外来治療終了時   ②検査・治療のために他院に紹介した時 
   ２．多重がんの診断時 
      多重がん(互いに独立した複数のがん)の場合は、それぞれの部位について登録票が作成される。 
 
２）遡り調査票は集計に含めれていない。 
 
３）届出件数は各期間中にがん予防情報センターに届いた件数。 
   (医師会の受付時点の件数ではありません。各医療機関発送後二ヶ月近くかかる事もあります。) 
  ＜参照：大阪府がん登録の組織＞ 


